
この仕様書は、注射薬混注鑑査システム（以下「機器」という。）の購入及び納品に
ついて適用する。

１ 品名及び数量
１.　注射薬混注鑑査システム １式

２ 機器構成
つぎのものとし、搬入、組立、据付、調整は費用に含むこと。

１.　注射薬混注鑑査システム（※別紙、仕様内訳）

注射薬混注鑑査システム
　トーショーAddDis　基本アプリケーション

サーバ
ディスプレイ
プロジェクター
クライアントＰＣ
レシートプリンタ
バーコードリーダー
WEBカメラ
電子天秤（232C出力、ケーブル）
フットスイッチ（ダブル、シングル各）
ケーブル、スピーカー関係
プロジェクターアーム（※特注）

３ 一般的条項
①　供給者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が
　生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
②　機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、
　供給者が責任を持って行うこと。
③　供給者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
　　ア　機器の構造、機能および取り扱いに関する説明書
　　イ　機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
④　担当者の指示に従って、搬入・組立・据付・調整をすること。

４ 履行（納入）期限
契約の日から 令和８年２月２８日
なお、納入に際し予め納入場所・該当部署とのスケジュールを確認したうえで、

別途指定する日時に納入すること。

注射薬混注鑑査システム 仕様書

メーカー名等 品名 数量

株式会社
トーショー

１式
１ﾗｲｾﾝｽ

1
1
1
1

１式
1

1
1
1

１ｾｯﾄ

1



５ 納入場所
尾鷲総合病院内　（尾鷲市上野町５番２５号）

６ 検査及び引き渡し
供給者は、納品及び調整完了後、速やかに総務課担当に連絡し、当院の指定する者の

検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。
検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意して

おくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった
場合の取り換え等に要する費用は供給者の負担とする。

７ 保証期間
本機器検査受領後１か年とする。ただし、供給者又は製造者の責任に帰する機器の

破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替える
ものとする。

８ その他
この仕様書に記載されていない事項については、当院係員と協議し決定する。



○仕様内訳書

【基本構成】

･Add/Dis基本アプリケーション（トーショーAddDis） １ﾗｲｾﾝｽ

･サーバー　FUJITSU PRIMERGY TX1320 M5 PYT1325T2S 1

OS:WindowsServer2022・メモリ：8GB・HDD:300GB×2（RAID１）

･ディスプレイ　IODATA LCD-AD192SEDSB-A 1

TFT19型スクエア・解像度：1280×1024

･プロジェクター　RICOH PJ WXC1210（LED光源） 1

画素数：1280×800・明るさ：800lm・オートフォーカス機能

･クライアントＰＣ　NEC Express5800/53Xk(W1164)N8000-6332 1

OS:Windows11Professional・メモリ：8GB・SSD:240GB

･レシートプリンタ　シチズン CT-S801ⅡS3UBJ-WH-P-L-M1 1

ラインサーマルドット印字方式・最大印字速度300㎜/秒、用紙幅：3インチ仕様

･バーコードリーダー　オプトエレクトロニクス M-11-WHT-USB 1

読取方式：モノクロCMOSエリアセンサ・対応バーコード：2次元、1次元

･ＷＥＢカメラ　エレコム Webカメラ UCAM-C820ABBK 1

有効画素：200万画素・解像度：1920×1080・オートフォーカス機能

･電子天秤（232C出力、ケーブル）　新光電子 PJ-2202H 1

調剤用電子天秤・ひょう量：20g～2200g・目量：0.01g～0.1g

･フットスイッチ（ﾀﾞﾌﾞﾙ、ｼﾝｸﾞﾙ） 小杉技研 USB-FSW2(VG-S3)+R03-R5F/KM １ｾｯﾄ

USBフットスイッチ（ダブル用１個、シングル用１個）

･ケーブル、スピーカー関係 １式

スピーカー：バッファロ－ BSSP100UWH、ケーブル関係：サンワサプライ

･プロジェクターアーム（特注） 1

着脱可マグネット式



尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第７条第１項の規定により、
供給者は、尾鷲総合病院と締結した契約等の履行に際して、供給者又は下請負人等が
暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）による
不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

（１）供給者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、
不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な
協力を行うこと。

（２）（１）により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った
場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

（３）供給者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害
が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書


